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平成24年に、一人ひとりのこどもが健やかに成長することができる社会を目指し、「子ども・子育て支援法」が

制定され、平成27年から子ども・子育て支援新制度がスタートしました。 

本市でも、平成 27 年に「佐賀市子ども・子育て支援事業計画」（第１期計画）を策定し、「子も親も心豊かに共

育ち 家庭・地域・社会で育む子どもの笑顔」を基本理念として、家庭と地域や職場など社会全体が一体となって

子育てを支えていくまちを目指し、子ども・子育て支援を行ってきました。 

また、令和 2 年には第１期計画の基本理念を引き継ぎ「第２期佐賀市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、

保育ニーズに対応するための保育施設の整備、放課後児童クラブの新設、保護者の育児不安の解消につながる地域

子育て支援拠点の開設や乳児家庭全戸訪問など子ども・子育て支援施策を総合的・計画的に推進してきました。 

第２期の計画期間が令和６年度末をもって終期を迎えることに伴い、令和７年度以降の５年間を計画期間とする

第３期計画を策定し、子ども・子育て支援の更なる充実を図ります。 

 

 

 

 

本計画は、平成24年に制定された「子ども・子育て支援法」に基づく佐賀市の計画です。 

また、本計画の第２期においては、本計画の前身である「佐賀市次世代育成支援行動計画」の根拠法である「次

世代育成支援対策推進法」の有効期限が令和 7年 3月まで延長されたことに伴い、同計画の内容を可能な限り本計

画に引継ぎ、佐賀市次世代育成支援行動計画の性格を持ち合わせることとしておりました。 

本計画の第３期においても、令和 6年 5月の次世代育成支援対策推進法の改正により「次世代育成支援対策推進

法」の有効期限が令和17年3月まで延長されたことに伴い、市町村行動計画の性格を持ち合わせることとします。 

 

 

 

 

本計画は、令和７年度から令和１１年度までの５年間を計画期間とします。 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

保護者が子育てについての第一義的責任をもつという基本的認識のもと、佐賀市の特性を活かし、こどもだけで

なく親も共に育っていけるような環境を整備し、こどもの幸せを第一に考え、家庭と地域や職場など社会全体が一

体となって子育てを支えていく佐賀市を目指し、この計画の理念とします 

また、基本理念に基づき、こども・家庭・社会環境・地域などがそれぞれの責務を認識し、子育ての意義につい

て理解が深められるよう、次の基本目標を掲げます。 

 

 

 

 

 
  

●計画策定の背景と趣旨 

●計画の位置づけ 

●計画の期間 

●計画の基本理念・基本目標 

● 子どもがたくましく健やかに育つ環境づくり  ● 子育てへの理解と協力ができる社会づくり 

● 子育ての誇りと喜びを実感できる家庭づくり  ● お互いに声をかけ合い、支え合う地域づくり 



 

 

 

 

 

 

 

第３期計画期間における教育・保育の量の見込み及び提供体制の確保についての考え方は、次のとおりです。 

 

◆「教育・保育の量の見込み」の考え方 

第２期計画期間の令和２年度から令和５年度までの教育・保育の利用実績から見込みました。 

 

◆「教育・保育の提供体制の確保の方策（目標事業量）」の考え方 

定員の適正化が図られているため、「施設の定員増による提供体制の確保」や「新規開設」は行わない 

ものとします。 

※令和6年度末時点で存在する保育所及び幼稚園が認定こども園へ移行する場合は、施設の新規開設を 

認めるものとします。 

※令和6年度末時点で存在する認可外保育施設（企業主導型保育事業を除く。）が認可施設に移行する場合は、

施設の新規開設を認めるものとします。ただし、移行に伴う定員増は認めないものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、本市において待機児童は発生しておらず、第３期計画期間の教育・保育の提供体制は確保できる見込み 

であることから、就労を事由とする場合、就労時間の下限を「1か月当たり56 時間」に引き下げるものとします。 

 

第２期計画 第３期計画 

６４時間／月 ５６時間／月 

 

●教育・保育の量の見込みと提供体制の確保 

●保育認定の就労時間の下限について 

単位：人

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

2,852 2,832 2,805 2,778 2,751

1,490 1,483 1,476 1,462 1,448

1,612 1,500 1,492 1,486 1,471

5,439 5,201 4,987 4,686 4,556

11,393 11,016 10,760 10,412 10,226

0歳児 752 745 736 727 719

1歳児 1,010 1,005 1,001 991 982

2歳児 1,072 1,000 995 991 981

２号 3～5歳児 3,550 3,400 3,265 3,075 2,992

１号 3～5歳児 2,111 2,024 1,945 1,835 1,787

8,495 8,174 7,942 7,619 7,461

0歳児 810 810 810 810 810

1歳児 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163

2歳児 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293

２号 3～5歳児 3,595 3,595 3,595 3,595 3,595

１号 3～5歳児 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932

9,793 9,793 9,793 9,793 9,793

0歳児 58 65 74 83 91

1歳児 153 158 162 172 181

2歳児 221 293 298 302 312

２号 3～5歳児 45 195 330 520 603

１号 3～5歳児 821 908 987 1,097 1,145

1,298 1,619 1,851 2,174 2,332

（Ｂ）

合　　計

過不足

３号

（ＢーＡ）

合　　計

量の見込み

３号

（Ａ）

合　　計

提供体制の

確保

３号

区　　　分

人口推計

0歳児

1歳児

2歳児

3～5歳児

合　　計



 

 

 

 

 

 

佐賀市は、子ども・子育て支援法第59条に基づき、子育て家庭等を対象として、「地域子ども・子育て支援事業」

を実施します。 

第３期計画期間における各事業の目標事業量（確保の方策）は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保 

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

1 利用者支援事業 箇所 1 1 1 1 1

子どもやその保護者等が、円滑に教育・保育施設や地域の子育

て支援事業等を利用できるよう、情報提供、相談、助言等を行う

とともに、関係機関との連絡調整等を行う事業です。

2 人日 47,332 45,592 44,461 42,887 42,074

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間

以外の日及び時間において、保育所（園）、認定こども園、地域

型保育事業において保育を実施する事業です。

3 人

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、市が定める基準に該当

する保護者が、私学助成を受けている幼稚園に対して支払うべき

副食費を助成する事業です。

4 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 人

認定こども園における特別な支援が必要なこどもの受入体制を構

築することで、良質かつ適切な教育保育等の提供体制の確保を

図る事業です。

5 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 人 3,450 3,700 3,839 3,749 3,599

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している

児童に対し、放課後に小学校の余裕教室、専用館、児童館等を

利用して適切な生活の場を与えて、児童の健全育成・安全確保

等を図る事業です。

6 子育て短期支援事業 人日 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

保護者の疾病等の理由により家庭において保育を受けることが一

時的に困難になった児童について、児童擁護施設等に入所させ、

必要な支援を行う事業（短期入所生活援助事業（ショートステ

イ事業））です。

7 乳幼児家庭全戸訪問事業 人 1,400 1,387 1,373 1,360 1,347
生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に

関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業です。

8    養育支援訪問事業 件 650 650 650 650 650

児童虐待の発生・再発防止を図るため、養育上の悩みを抱える

家庭や、支援が必要でありながら積極的に自ら支援を求めていくこ

とが困難な状況である家庭に対して、支援員が家庭訪問し、適切

な援助や相談を行う事業です。

子育てサロン参加者 人日 14,885 14,538 14,433 14,315 14,175

自由来館者 人日 33,342 32,564 32,329 32,066 31,752

未就園児 人日 3,361 3,717 4,102 4,478 4,841

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった就学前児

童について、主として昼間において、保育所（園）、幼稚園、認

定こども園、地域型保育事業、地域子育て支援拠点等におい

て、一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。

１号認定の児童 人日 146,325 150,881 155,181 155,688 160,968
幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）を

行う事業です。

11 病児・病後児保育事業 人日 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060

保護者が就労している場合等において、体調不良の児童を、病

院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が

一時的に保育等を行う事業です。

就学前児童 人日 902 960 1,018 1,076 1,131

小学生 人日 970 1,137 1,304 1,471 1,636

13 妊婦健康診査 人回 19,600 19,418 19,222 19,040 18,858

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査

として、①健康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施す

るとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を行う

事業です。

14 子育て世帯訪問支援事業 件 72 72 72 72 72

家事や育児等に対し不安や負担を抱える子育て家庭や妊産婦、

ヤングケアラー等がいる家庭に支援員が訪問し、家事・育児等の

支援をおこなう事業です。

9

10

12

事　業　名

給付対象者を把握し、必要な給付を行うことで保護者の負担軽減を図る。

国が示す基準等をもとに、対象事業者等への適切な支援を実施する。

事業内容

就学前児童や小学生等の児童及びその保護者が相互の交流を

行う場所を開設し、子育てについての相談、情報提供、助言等を

行う事業です。

就学前児童や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会

員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該

援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調

整を行う事業です。

単位

　 延長保育事業（２号、３号認定の児童）

   実費徴収に係る補足給付を行う事業

地域子育て支援拠点事業

   一時預かり事業

子育て援助活動支援事業

目標事業量（確保の方策）


